
承 認 工 事 
 

基本事項 

・半田市が管理する道水路等の構造を変更する場合は、承認工事の申請及び許可

が必要です。市の承認なしに道水路等の構造を変更した場合は、変更した方が

責任を問われますので、必ず手続きをしてください。 

・道路構造の保全や交通の安全など、基準に適合しない場合は承認できません。 

・申請料は不要ですが、工事費用等は申請者の負担となります。 

 

承認工事の流れ 

 
 

【※1】 申請書の受理から許可書発行までは、図面等の修正期間を除き、事務処

理期間として約３週間必要となりますので、余裕をもって申請してくださ

い。 

【※２】 道路で工事を行う場合は、半田警察署に別途、道路使用許可申請が必要

となります。 

【※３】 工事完了後は速やかに完了届及び工事写真を提出してください。工事写

真には、全景（着手前・完了）、舗装厚（転圧作業含む）、各種構造物の設置

状況、乗入幅、既設構造物とのとりあわせ状況、完了後に確認が困難な工

種の写真を添付してください。完了届は別紙(６ページ)様式をご使用くだ

さい。 



提出書類 

申請に関する提出書類は以下のとおりです。 

※申請内容によっては、省略可能な書類もあります。 

※工事内容ごとの注意事項は７ページ以降をご確認ください。 

 

提出部数 

２部提出（許可書と一緒に１部は返却します。） 

申請書表紙 ・別紙(３ページ)記入例を参考にしてください。 

仕様書 ・別紙(５ページ)様式をご使用ください。 

位置図 ・住宅地図や道路マップ等で構いません。 

・工事箇所が分かるようにマーキングしてください。 

公図の写し ・半田市税務課または法務局で写しの交付を受けられます。 

・申請地と道水路の公図が別の場合はそれぞれ添付し、工事箇所

が分かるようにマーキングしてください。 

現場写真 ・２方向以上撮影して、工事箇所をマーキングしてください。 

平面図 ・現況図と計画図を添付してください。 

・工事箇所の両側１０ｍ程度の道路上の施設（車道・歩道の幅や寸

法及び交差道路含む）とその距離を記入してください。 

・工事内容が分かるように位置や延長、規格、勾配等の寸法を記

入してください。 

・乗入口や側溝入替・蓋設置などの工事を必要とする敷地の形状

及び建物等の位置、特に車庫または駐車場形態が分かるように

してください。 

・店舗や集合住宅等の集合駐車場に伴う場合は、民地内の駐車場

経路や駐車位置を計画図に示してください。 

自動車乗入口 

形状図 

 

・乗入口を設置、拡幅する場合に添付してください。 

・歩行者の安全確保のため、必要最小幅としてください。 

・民有地の利用形態等で真にやむを得ないと判断される場合は、

外側線と中央線を記入した車両走行軌跡図にて、視覚的に確認

できるようにしてください。 

※車両走行軌跡図の車両は、駐車スペースに収まるサイズとし、

原則、普通自動車の規格(幅１．７ｍ、長さ４．７ｍ)で作成してくだ

さい。 

前記の規格を超える場合は車検証の写しを添付してください。 

構造図 ・舗装構成図や側溝詳細図、歩車道境界ブロック詳細図など申請

に関する全ての構造図を添付してください。 

・構造図は、カタログの写しでも構いませんが、基礎の材料、幅、

厚み等が分かるようにしてください。 

標準断面図 

 

・現況と計画の標準断面図を添付してください。 

・道路の幅員構成（車道や歩道、歩道内の植栽帯や側溝などの

幅）、横断勾配、構造物の高さや深さ等が分かるように寸法を記

入してください。 

その他 必要に応じて、図面等の追加をお願いする場合があります。 



 

注意事項 

【共通事項】 

※承認工事施工後は３年間の掘削規制が適用されます。 

※官民境界に注意して越境がないように計画してください。 

※完了検査に合格した日から１年間において、施工不良等により工作物等の沈下

や亀裂、その他損傷が生じた場合は、瑕疵担保責任として、申請者に修繕義務

が生じます。 

 

 

【舗装工事(舗装復旧含む)】 

※舗装復旧について、その他工事（引込等）がある場合は調整を行い、同時施工と

してください。 

※舗装復旧幅は、掘削幅から既設路盤厚分多く舗装復旧してください。通常、既

設路盤厚は１５ｃｍですが、幹線道路などは１５ｃｍより厚い場合がありますので、

ご注意ください。なお、従前の基準（掘削幅+３０ｃｍ）でも構いません。 

※既設舗装目地(舗装絶縁線)までの距離が１．２ｍ未満の場合は、既設舗装目地

まで舗装復旧してください。 

 

※マンホール鉄蓋までの距離が１５ｃｍ未満の場合は、鉄蓋の半分まで舗装復旧し

てください。 

※既設舗装面との擦り付けに注意し、段差や水たまりが生じないようにしてくだ

さい。水たまり等が生じた場合は申請者の責任で改善してください。 

※既設舗装に新設舗装を接続する場合は、既設舗装端部にカッターを入れてくだ

さい。 

 

 

 

 



【側溝蓋設置工事】  

※既設側溝の規格の多くは、ＰＵ側溝のほかＣＫＵ‐Ⅱ型側溝、ＴＳⅡ型側溝などが

あります。既設側溝の規格を図面に記入してください。 

※ガタツキや段差が生じないように蓋設置してください。ガタツキや段差等が生

じた場合は申請者の責任で改善してください。 

※蓋設置により段差が生じる場合、側溝の天馬切断や側溝壁の笠間市による段

差解消は承認できません。 

※５ｍに１か所はグレーチング蓋(T-２５・細目・滑り止め加工)の設置が必要です。 

※既設側溝蓋との接続部を含めて隙間がないように蓋設置してください。 

※プレキャスト蓋を切断して使用する場合は、１/2以上としてください。 

※屈曲部の側溝蓋は有筋の現場打としてください。 

※ＰＵ１型側溝(既設)に上蓋式の蓋設置をする場合、民地側にズレ止め(土間コン

クリート等)が必要です。なお、上蓋式の蓋設置は、民有地の利用形態等によっ

て承認できない場合があります。 

※道幅が狭い場合や店舗・アパートなど駐車台数が４台以上出入りする乗入口の

側溝は、長尺スリット蓋または一体型の側溝へ入替えを検討してください。 

 

 

【側溝工事】 

※側溝の新設や布設替位置は原則、官民界で計画してください。 

※上下流の既設側溝の敷高、排水方向及び排水勾配(最低勾配０．３％)を図面に

記入してください。既設側溝と敷高が合わない場合は、敷張りコンクリート(原

則３０㎜以上)を計画してください。 

※側溝の起点には、小口止めコンクリート(厚さ１００㎜)が必要です。 

※既設側溝との接続は、断面欠損が生じないように現場打または既設側溝の据

え直しとし、接続詳細図を添付してください。 

 

※乗入口の側溝が歩道用の場合は輪荷重影響幅まで車道用に入替えが必要です。 

※道幅が狭い場合や店舗・アパートなど駐車台数が４台以上出入りする乗入口の

側溝は、長尺スリット蓋または一体型の側溝へ入替えを検討してください。 

※Ｃ型の乗入口の場合は、一体型の側溝に入替えが必要です。 

 



【乗入工事】 

※乗入口に関する工事は、別紙(１１ページ以降)「乗入口設置許可基準」をご確認

ください。 

 

※乗入口の設置や拡幅等により乗入れ範囲内に既設桝（街渠桝等）がある場合、

グレーチング蓋はボルト固定化が必要となります。規格は、T-25・細目・滑り止

め加工としてください。 

※Ｃ型の乗入口の場合、乗入用ブロックとエプロンは一体の構造(現場打または

二次製品)としてください。 

※「１施設２箇所以上乗入設置の場合」「Ｃ型乗入設置の場合」は理由書（様式は任

意）の提出をしてください。申請書の「６．工事を必要とする理由」の欄に記入で

きる場合は、そちらに記入しても構いません。 

※乗入口以外の歩道内に車両の進入や道路施設の損傷を防止するため、状況に

より民地内または歩道内に構造物（縁石ブロック・車止め等）の設置を依頼する

場合があります。２箇所以上乗入口を設置する場合や、歩道用の側溝を通過す

る可能性がある場合も同様です。 

 

＜参考図 1：民地内に縁石ブロック等を施工する場合＞ 

 

 

 
＜参考図 2：歩道側に縁石ブロックを施工する場合＞ 

 



※乗入口付近の街路樹及び植栽帯は、視界をさえぎることとなり危険であるため、

移植または撤去していただくことになります。 

歩道幅員 対象物 取り扱い 

３ｍ以上 低木 乗入口設置箇所及び乗入口前後１．５ｍ以内の低木は、

同一路線の植栽帯の中で空いている部分に移植を計画

してください。 

高木 乗入口設置箇所及び乗入口前後１．５ｍ以内の高木は移

植とし、移植に耐えられないと判断される場合は伐採・

伐根してください。 

３ｍ未満 低木 乗入口設置箇所及び乗入口前後１．５ｍ以内の低木は植

栽帯を含めて撤去してください。 

 

高木 乗入口設置箇所及び乗入口前後１．５ｍ以内の高木は撤

去してください。 

 

（注意：歩道幅員は官民界から縁石ブロックの車道側までの距離となります。） 

※植栽の新設・撤去・移植等は、半田市都市計画課と協議をし、協議結果及び植栽

の工事計画(樹種・本数・移植先等)を図面等に記入してください。  

※乗入口から民地側に向かって左側６ｍ、右側４ｍの部分に高木が視界をさえぎ

っている場合は、移植または撤去することができます。 

※乗入工事に伴い、植栽帯の中に隙間が生じる場合は補植する計画としてくださ

い。 

 

 

【その他】 

※新設する桝は原則、泥溜め不要です。また、グレーチング蓋は、T-25・細目・滑

り止め加工・ボルト固定としてください。 

※切土・盛土に伴う法面は、安定勾配としてください。 

※土間コンクリートや法面コンクリートの厚みは、原則１００㎜としてください。 

民地側も同様にコンクリート仕上げをする場合は、管理を明確にするため官民

界でカッターやエラス等で絶縁してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※R８.2改正 

問い合わせ先 

半田市建設部維持管理課 

ＴＥＬ：0569-84-0667 

ＦＡＸ：0569-23-6061 

E-mail：doboku@city.handa.lg.jp 


